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食品安全委員会（第９１８回会合）議事概要 
 
 
日 時:令和５年１０月３１日（火） １４：００～１４：４１ 
場 所:食品安全委員会大会議室 
出席者:山本委員長ほか５名出席 
傍聴者:一般７名 

 
 

（１）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する
リスク管理機関からの説明について 

   ・農薬 ３品目 
    （農林水産省からの説明） 
    ［１］フェリムゾン 

［２］プロスルホカルブ 
［３］ペントキサゾン 

 
  →農林水産省から説明。 
    本件については、農薬に関する専門調査会において審議することと

し、農薬第一専門調査会から農薬第五専門調査会のいずれの専門調査
会で調査審議するかについては、後日山本委員長が指定し、指定次第
速やかに、本委員会において報告することとなった。 

 
 
（２）農薬第五専門調査会における審議結果について 
    ・農薬「キノフメリン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集

について 
 
  →担当の浅野委員及び事務局から説明。 
    本件については、意見・情報の募集手続に入ることとし、得られた

意見・情報の整理、回答案の作成及び評価書案への反映を農薬第五専
門調査会に依頼することとなった。 

 
 
（３）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について 
   ・農薬「イソチアニル」に係る食品健康影響評価について 
    
  →事務局から説明。 
    本件については、農薬第一専門調査会におけるものと同じ結論、「イ

ソチアニルの許容一日摂取量（ADI）を 0.028 mg/kg 体重/日と設定し、
急性参照用量（ARfD）は設定する必要がないと判断した。」との審議
結果が了承され、リスク管理機関（農林水産省）に通知することとな
った。 
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      ・農薬「チオベンカルブ」に係る食品健康影響評価について 
 
  →事務局から説明。 
    本件については、農薬第一専門調査会におけるものと同じ結論、「チ

オベンカルブの許容一日摂取量（ADI）を 0.009 mg/kg 体重/日、急性
参照用量（ARfD）を 1 mg/kg 体重と設定する。」との審議結果が了承
され、リスク管理機関（農林水産省）に通知することとなった。 

 
   ・農薬「チフルザミド」に係る食品健康影響評価について 
 
  →事務局から説明。 
    本件については、農薬第一専門調査会におけるものと同じ結論、「チ

フルザミドの許容一日摂取量（ADI）を 0.014 mg/kg 体重/日、急性参
照用量（ARfD）を 0.25 mg/kg 体重と設定する。」との審議結果が了承
され、リスク管理機関（農林水産省）に通知することとなった。 

 
    ・農薬「ブタクロール」に係る食品健康影響評価について 
  
  →事務局から説明。 
    本件については、農薬第一専門調査会におけるものと同じ結論、「ブ

タクロールの許容一日摂取量（ADI）を 0.01 mg/kg 体重/日、急性参照
用量（ARfD）を 0.49 mg/kg 体重と設定する。」 
との審議結果が了承され、リスク管理機関（農林水産省）に通知する
こととなった。 

 
・動物用医薬品「ケトプロフェン」に係る食品健康影響評価について 

 
   →事務局から説明。 

本件については、動物用医薬品専門調査会におけるものと同じ結論、
「ケトプロフェンの許容一日摂取量（ADI）を 0.00065 mg/kg 体重/日
と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（農林水産
省）に通知することとなった。 

 
・動物用医薬品「ツラスロマイシン及びケトプロフェンを有効成分と

する牛の注射剤（ドラクシン KP）」に係る食品健康影響評価につい
て 

 
    →事務局から説明。 

本件については、肥料・飼料等専門調査会及び動物用医薬品専門調
査会におけるものと同じ結論、「ツラスロマイシン及びケトプロフェ
ンを有効成分とする牛の注射剤（ドラクシン KP）が適切に使用される
限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視
できる程度と考えた。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（農
林水産省）に通知することとなった。 
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（４）その他 
・農薬３品目「エスプロカルブ」「フェンメディファム」及び「フサ

ライド」を調査審議する専門調査会の指定について 
 

→山本委員長から報告。 
本件については、令和５年３月 28 日の本委員会第 894 回会合にて農

林水産省から再評価に係る評価要請の説明がされた際に、農薬第一専
門調査会から第五専門調査会のいずれかの専門調査会で調査審議する
かについて、後日指定し、報告することとしていたものであり、 

農薬「エスプロカルブ」については、農薬第五専門調査会において、 
農薬「フェンメディファム」については、農薬第三専門調査会におい
て、 
農薬「フサライド」については、農薬第四専門調査会において、 
それぞれ調査審議するよう指定したことが報告された。 

 
   ・食品安全委員会の運営について（令和５年７月から令和５年９月） 
 

→事務局から報告。 


